
行田富士見工業団地拡張地区に係る
都市計画変更について

第８２回行田市都市計画審議会
日時：令和元年８月２２日（木）１０：００～



１ 関連する上位計画について

２ 都市計画変更の内容

３ 地区計画について

４ 都市計画決定のスケジュール
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本日の説明内容



本市の人口は、平成12年の90,530人をピークに人口減少に転じている。我が国における人
口減少社会の到来は、平成20年とされているため、国よりも8年早く人口減少が生じている。
人口減少は、市民生活の活力の低下を招くばかりでなく、地域経済や行財政運営にも大き
な影響を与えるなど、都市の存続そのものに関わる深刻な問題である。
「まち・ひと・しごと創生」の実現のためには、国と地方が一体となって取り組む必要がある
ことから、本市では、平成27年を「行田創生元年」と位置づけ、中長期視点に立って、これま
でに取り組んできた総合的な人口減少政策をブラッシュアップするとともに、事業の重点化を
図ることにより、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある行田のまちの実現を図
るものである。

行田市まち・ひと・しごと総合戦略

本市は、昭和24年の市制施行以来、4次にわたる総合振興計画を策定し、明るく豊かな市
民生活の実現に向けて、これまで諸施策を推進してきました。
近年の地方自治体を取り巻く社会経済情勢は、少子化の進行による人口減少や地球環境
問題の深刻化などにより目まぐるしい変化を見せており、行政に求められる課題も高度化・
多様化しています。
このような状況に的確に対応していくため、自主的・自立的な行政経営の確立と豊かな地
域社会の創造に向けて、市民と行政がまちづくりの方向性と課題をともに認識し、協働のも
とに取り組むための新たな指針として、「第5次行田市総合振興計画」を策定します。
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関連する上位計画について

基本目標 主な重要業績評価指標(KPI)

主な具体的施策

第５次行田市総合振興計画



土地利用に関する重点施策

行田市都市計画マスタープラン（平成25年3月策定、平成30年4月一部改訂）

(第4章1節 土地利用に関する方針)
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関連する上位計画について

産業系土地利用検討ゾーン



建築物の用途やその他の制限によって、周辺環境に配
慮した業種、建築密度を設定します。

工業地域(建蔽率 60％、容積率 200％)にします。

火災による延焼を抑制し、災害時に強い建物の建築を
促進します。

② 用 途 地 域

③準防火地域

④ 地 区 計 画

行田富士見工業団地拡張地区(大字若小玉地内の一部：
市街化調整区域)を市街化区域に編入します。① 区 域 区 分
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都市計画変更の内容

行田富士見工業
団地拡張地区

（約７．８ha）

議 第１号 -

-

-

議 第２号 -



若小玉地区の一部(7.8ha)を市街化区域に編入
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都市計画変更の内容

① 区 域 区 分
※区域区分とは、すでに市街地を形成している区域やおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図
るべき区域を市街化区域、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域として区分し、無秩序な市街化を防止
するための制度です。



若小玉地区の一部(7.8ha)を工業地域 に指定

（建蔽率60％、容積率200％）
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都市計画変更の内容

② 用 途 地 域
※用途地域とは、建築用途の規制を設けることで、住環境の向上や詳細な土地利用を図る制度です。



※主要構造部が耐火構造であり、延焼防止の防火戸等を有する建築物です。

準防火地域に指定すると以下のとおり、建築物の構造は耐火建築物
及び準耐火建築物等※に制限されます。
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都市計画変更の内容

③準防火地域



地区計画は、地区ごとの特性に応じて定める

まちづくりのルールです。

特定の区域についてまちづくりの方針を定め、建物を建築する際のルールなどを定めること
により、その地区に相応しい良好な環境の形成と保全を図ります。
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都市計画変更の内容

④ 地 区 計 画



１ 地区施設の配置及び規模

道路
1号：幅９m、長さ 約290m

2号：幅6.5m、長さ 約190m

3号：幅12ｍ、長さ 約370m

4号：幅12~17m、長さ 約240m

公園 （約２，１１０㎡）

緩衝緑地帯 1号～4号：幅１０m

調整池（約３，０７０㎡）
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地区計画について

公園 調整池

区画道路１号

区
画
道
路
２
号

区画道路３号

緩衝緑地帯１号

緩衝緑地帯３号

緩
衝
緑
地
帯
２
号

④ 地 区 計 画



２ 建築物等の用途の制限

・工場、倉庫

・物品販売業を

営む店舗・飲食店
※200㎡以下で工場内で製造加工する

製品を主に販売する施設に限る

×建築不可

一般廃棄物・ 産業廃棄物の
処理業の用に供する建築物等

３ 建築物の敷地面積の最低限度

３，０００㎡
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地区計画について

④ 地 区 計 画



４ 壁面の位置の制限（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から境界線までの距離の制限）

･区画道路の境界から

1号 ⇒ １５m以上

2号 ⇒ １６m以上

3号 ⇒ １２m以上

4号 ⇒ １８m以上

･隣地の境界から２m以上

５ 建築物等の高さの最高限度

３１ｍ
※建築物と一体になって屋上に設置す
る工作物、建築設備（避雷針を除く）
の高さは５ｍ以下
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地区計画について

④ 地 区 計 画



６ 建築物の緑化率の最低限度

敷地面積の ２０％

７ 垣又は柵の構造の制限

・生垣

・透視可能 な 金属フェンス

・高さを２ｍ 以下とする。

・基礎部分は０．５ｍ 以下とする。
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地区計画について

④ 地 区 計 画
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都市計画変更のスケジュール（案）

※予定時期につきましては、関係機関との調整により多少前後することがございます。
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都
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業
説
明
会 都市計画法

第16条
（2週間閲覧）

３月２６日 ４月 ５日
～１９日

５月１５日 ７月１９日
～８月２日 ８月２２日 ９月

１０月
～１１月


